
平成 25年 1月 28日

【照会先】

医政局看護課

課長補佐 河原 諭 (内線1171) 、

試験免許係長 茜村 緑 (内 線2594)

(代表電話)03(5255)1lH

(直 通電話)03(3595)2206

保健 師 、助 産師及び看護師 に対する行政処分一覧表

※行政処分の効力発効日は、平成25年 2月 11日 (月 )

平成25年 1月 28日 (月 )医 道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会開催



行政処分対象者概要二
覧

(平成 25年 1月 )

住  所 賭 術卿 喰 ) 事件当日寺の岬 事 、 件
~

の 概 要 司 法 処 分

神奈川県横浜市鶴見

区鶴見中央 5丁 目

27番地 8号

看護師

ほ穂み
美
榊０

だ
田
“

れ
士
ロ

業務停止 2年

川崎市立川崎病院

所在地 _

川崎市り|1崎区

新り|1通 12番 1号

(覚せい剤取締法違反ヽ公用文書毀棄)

当人は

第 1 法定の除外事由がないのに,平成 24年 4月 2

9日 頃、横浜市鶴見区所在のA方居室内におい

て、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパ

ンの塩類若千量を鼻子Lか ら吸引し、もって覚せい

剤を使用
´
し、

第 2 同年 5月 2日 午前 8時 52分頃t横浜市中区本

牧宮原 1番 15号神奈り|1県 山手警察署刑事課 1号
室において、同署派遣神奈川県警察本部刑事部組

織犯罪対策本部薬物銃器対策課司法警察員警部補
Bか ら、前記第 1の 覚せい剤取締法違反の被疑事
実に関する弁解録取書の内容確認を求められた

際、同弁解録取書を手に取つて引き裂き、もつて

公務所の用に供する文書を毀棄 した

ものである。

平成 24年 7月 17日
横 浜 地 方 裁 判 所

懲  役  2年
執行猶予   4 年

住  所 屁呂術幽 吟 )
電幸コ||→型当日わ 醐 欄 賂 事 件 の 概 要 司 法 処 分

2 石川県河北郡津幡町

太 田へ  44-3 羅
劇

４

わ
＝

２

け
細

業務停止 1年

金沢医科大学氷見

市民病院

所在地

富山県氷見市鞍り||

1130

(大麻取締法違反 )

当人は、 みだ りに、 lZ成 24年 2月 14日 午前 8日寺

10分ころ、富山県氷見市所在の当人方において、大

麻を含有する植物片0.7グラムを所持したものであ

る。  
¨

平成 24年 5月 15日
富 山 地 方 裁 判 所
懲  役   6 月

執行猶予   3 年
没  

‐
収   大麻 2袋
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住  所 略 m) 判牛当『部つ醐 事 要概の件 司 法 処 分

3 兵庫県洲本市宇原
574番 地

保健師、助産
師、看護師

石 若  美 咲

(31歳 )

免許取消

兵庫県立西宮病院

所在地

兵庫県西官市六湛
寺町 13番 9号

(未成年者誘拐、保護責任者遺棄、傷害)

当人は、
第 1 平成 18年 9月 5日 午後 3時 20分ころ、́兵庫

県西宮市A広場において、B子 (当 時 2歳 )が母親
から離れて一人でいるのを見かけ、かわいさのあ
まり、同児を誘拐しようと決意し、甘言を用いて
同児を同広場から一緒に出て行くよう誘惑し、こ
れを承諾させて同所から同児を連れ去り、よつ
て、同児を母親の保護の下か ら離脱させて被告人
の支配下に置いた上、そのころから同日午後 4時
35分 ころまでの間、同所から同市の当時の当人
方を経由して同市C公園まで連れ回し、もつて、
未成年者である同児を誘拐した、       '

第 2 同日午後 3時 23分過ぎころから同日午後 4時
30分 ころまでの間、上記当時の当人方におい
て、上記B子に対 し、その頭部を堅い物体の平面
部で殴打し、又は、その頭部を同平面部に打ち付
けるなどの暴行をカロえ、よって、同児に入院カロ療
約 100日 間を要し、左片麻痺等の後遺障害を伴
う右急性硬膜下血腫及び右後頭頭頂骨骨折等の傷
害を負わせた、           '

第 3 上記B子を連れ去って当人の支配下に置き、同
児と行動を共にしていた際、第 2の傷害行為によ
り、同児の意識が混濁 し、歩行すら困難な状態に
陥つたのを認識したのであるから、直ちに同児に
医師の治療を受けさせるなど同児の生存に必要な
保護を加えるべき責任があつたにもかかわらず、
同児を遺棄 しようと決意し、同日午後 4時 35分
ころ、同児を上記C公園のベンチの上に置き去 り
にし、もって幼年者を遺棄した

ものである。

異議申立決定年月 日
平成 23年 6月 3

最  高 裁  判
申  立  棄

`

一審判決年月 日
平成 20年 12月 24日
神 戸 地 方 裁 判 所
懲  役   7 年

控訴審判決年月 日

平成 21年 9月 17日
大 阪 高 等 裁 判 所
控  訴  棄  却

日
所
却

８

月
月
　
棄

驀

一
［
生
ロ

生
口
訃脳

上
平
最
上

日
所
却

行政処分対象者概要一覧
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(平成 25年 1月 )



住  所 出 呂 術 嶋 ) 剌牛当中 医場粥灯難名 事 要概の件 司 法 処 分

4 香川県丸亀市飯山町

真時 552番 地 7

看護師

業務停止 1年

たヵ，隆』
博
詢９

椰
永

“

れ
士
ロ

医療法人社団 赤
心会赤沢病院

所在地

香川県坂出市府中
町 325番 地

(危険運転致傷)               _

当人は、平成 23年 7月 9日 午後 11時 4分ころ、
香川県丸亀市内道路において、運転開始前に飲んだ酒
の影響により、前方注視及び運転操作が困難な状態
で、普通乗用自動車を時速約 18ないし23キ ロメー

トルで走行させ、もつてアルコールの影響により正常

ぢf電ダ冒讐F苔慕だ見卍毒「 音雲違箭勢通存豊串の

A男 (当 時 16歳)に 自車左all部 を衝突させて同人を路
上に転倒させ、よって、同人に加療約 22日 間を要す
る右足部打撲傷等の傷害を負わせたものである。

平成 23年 11月 29日
高松地方裁判所丸亀支部
懲  役   1 年
執行猶予   3 年

行政処分対象者概要一覧
(平成 25年 1月 )

-3-



行政処分対象者概要一覧
(平成25年 1月 )
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住  所 銘

“

瑯 ) 事件当時の¨ 要概の件事 司 法 処 分

5 群馬県伊勢崎市国定
町二丁目1861番
地 4

看護師

固 定  徹
(41歳 )

業務停止 8月

社団法人伊勢崎佐
波医師会病院

所在地

群馬県伊勢崎市下
植木町481番 地

(自 動車運転過失傷害、道路交通法違反)

当人は
第 1 酒気を帯び、呼気 1リ ットルにつき0.15ミ

リグラム以上のアルコールを身体に保有する状態
で、平成 24年 5月 14日 午前 1時 46分ころ、

:群馬県伊勢崎市内道路において、普通乗用自動車
を運転 し         ・

第 2 前記日時こぅ、前記車両を運転 し、前記場所先
の交通整理の行われていない交差点を三和町方面
から国定町方面に向かい右折するに当たり、対向
車両の有無及びその安全を確認 して右折進行すべ

き自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠
り、左方の看板に気をとられ、対向車両の有無及
びその安全を確認せずに漫然時速約 15キ ロメー
トルで右折進行した過失により、折から香林町方
面から対向してきたA男運転の自動二輪車に気付
かないまま同車前部に自車前部を衝突させて同人
を路上に転倒させ、よつて、同人に加療約 1,2週
間を要する右胆骨骨幹部開放骨折等の傷害を負わ
せ

たものである。
―        ｀

平成 24年 7月 20日
前 橋 地 方 裁 判 所
懲  役  1年 2月
執行猶予  3  年



行政処分対象者概要二覧
(平成 25年 1月 )

住  所 賭 四 割牛当日争の医瘍謂獅掲名 事 件 の 概 要 司 法 処 分

6 `群馬県高崎市八千代

町三1丁 目 14番 20
号

看護師

量1身  讐臭
(22歳 )

業務停止 2月

独立行政法人国立

病院機構高崎総合
医療センター

所在地

群馬県高崎市高松
町 36番地

(自 動車運転過失傷害、道路交通法違反 )

当Aは、

第 1 平成 23年 7月 8日 午前 11時 21分 ころ、普
通乗用自動車を運転 し、群馬県高崎市内の信号機
により交通整理の行われている交差点を末広町方
面から東町方面に向かい左折進行するに当たり、
同交差点左折方向出口には横断歩道が設けられて
おり、その左方歩道上には、信号待ちのため停止
していたA子 (当 時70歳 )運転の自転車を認めて
いたのであるから、同自転車の動静を注視しつ
つ、同横断歩道を横断する百転車等の有無及びそ
の安全を確認して左折進行すべき自動車運転上の

注意義務があるのにこれを怠 り、対向右折専両に
気をとられ、同自転車の動静を注視せず、同横断
歩道を横断する自転車等の有無及びその安全を確 て
認しないで、漫然時速約 25キロメー トルで左折
進行 した過失により、同横断歩道を左方から若方
に向かい横断中の前記A子運転の自転車に気付か
ないまま、同自転車前部に自車左側面前部を衝突
させて、同白転専もろとも同人を路上に転倒さ
せ、よつて、同人に全治 1週間を要する頭部外傷
等の傷害を負わせた      , ´

第 2 前記 日時場所において、前記車両を運鵡 し、前
記A子に自車を衝突させるなどし、同人に前記傷
害を負わせる交通事故を起こし、もつて自己の運

転に起因して人に傷害を負わせたのに、直ちに車
両の運転を停止 して、同人を救護する等必要な措

_置を講ぜず、かつ、その事故発生の同時及び場所
等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の

警察官に報告 しなかった

ものである。

日
所
円

２７
判

け

月
裁

５

智

易
３
簡
金

虚
崎

平
高
罰
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行政処分対象者概要丁覧
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(平成 26年 1月 )

住  所 月し名 

“

テリυ匹′〉) 到牛割ヤ涯痴御銘 事 要概の件 司 法 処 分

7 ル
條

ア
中

南
鏡

Ｅ
奪
甲
７

梨
ス
８

山
プ

６

こ
子脚頼

勅９

鰤̈
獅̈
業務停止 1月

晟曇
法全枝籍展慈

所在地  `
山梨県甲斐市竜王

新町字西裏 144
0番地  ■

(道路交通法違反)

‐当人は、酒気を帯び、呼気 1リ ットルにつき0,15ミ ツグ
ラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、平成 23年 8
月 9日 午前 11時 3o分ころ、山梨県中巨摩郡内道路におい

て、普通乗用自動車を運転したものである。

嚇
岬

ゾ
金

蹄
罰

住  所 略 m) 薔師牛当時
`ル

動難細野名 要概の件1嬌 司 法 処 分

8 籍出尋莫畢市
1307番 地

看護師

岸 木  悦 子
(58歳 )

業務停止 1月

高岡市民病院

所在地

富山県高岡市宝町
4番 1号

(道路交通法違反)

第 1 当人は、酒気を帯び、呼気 1リ ットルにつき0.15ミ
リグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、平成
24年 5月 14日 午前7時 25分ころ、富山界高岡市内道
路において、普通乗用自動車を運転した

第2 前記同時・場所において、前記自動車を運転中、一時停
止すべき場所で一時停止を怠った。

鰤
ゆ

雰２４
簡
金

鴨平
高
罰



行政処分対象者概要二
覧

(平成 25年 1月 )

住  所 ´ 略 ¨ 割牛当吻 医場都擬場名 事 件 の 概 要 司 法 処 分

9 神奈り|1県川崎市麻生

区向原二丁目18番
10

看護師

清 水  亜 由美

(33歳 )

業務停止 1月

群馬県立小児医療
センター

所在地

群馬県渋川市北橘
町下箱田779番
地

(道路交通法違反 )

第1。声全警ミツ雰;雲 上ゞ雰うん」こん省聾凛危保
有する状態で、平成21年 11月 22日 午後8時
50分ころ、群馬県北群馬郡内道路において、普
通乗用 自動車を運転 した。

第 2 前記 日時・場所において、前記 自動車を運転

中、一時停止すべき場所で一時停止を怠った。

平成 21年 12月 24日
前 橋 簡 易 裁 判,所
罰  金  30万 7千円

住
~ 

所 屁L(瑯 ) 事件当『髭灌動軒別関名 事 件 の 概 要 司 法 処 分

10 撃菅雫菅奮菫T5横 こ
子いぶ

５

鰤
鳴̈
・

戒告

翼霜籍院
貫日本泌尿

町新
２

市
２

本

一

熊
７

地
県
自

在
本
丁

所
熊
４

① (道路交通法違反討助)

拌４
委
が
後
運
為

１
安
な
午
を
行

時
公
り
日
両
転

零
が
知
同
車
運

後
男
を
が
記
許

」午
Ａ
と
人
前
免

日

ヽ
」同

猛
小

３
て
る

てヽ
記

月
ぃ
す
し
い
前

１
お
転
与
お
て

１
に
運
賃
に
つ

年
上
で
を
路
も

２
道
い
車
道
‥

２‐
歩
な
動
内
せ

。

ュ属
の
け
自
【市
さ
る

平
内
受
用
同
に
あ

希
童
不
易
で

は
本
許
通
ろ
容
の

人
熊
免
普
こ
を
も

当

転ヽ
に
分
の
た

ろ
運
人
５
る
し

(道路交通法違反 )

徳
落

。

繍
あ

い
本
で

な
熊
の

け

ヽ

受
頃
た

を
分
し

許
０
転

免
３
運

転
時
を

運
６
車

の
一即
勁

〈膏員
日
用

委
４
乗

安
２
通

公
月
一
日

０ヽ

ヽ

は
１
て

人
年
い

当
３
お

２
に

日
所

円謝
ツ

２３
菫

蹂話
罰

①

２７占
朗

裁

３鬱尚
②
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住  所 躍呂術幽 吟 ) 判牛当時τル勤難劉関名 事 件 の 概 要 司 法 処 分

11 栃木県日光市土沢 6

83番 地 4

看護師

こ
子

構
彩
削４

の
野

け

か
高

業務停止 3月

社団医療法人明倫
会今市病院

所在地
栃木県 日光市今市
381番 地

(業務上過失致死)

当人は、栃木県日光市A病院に准看護師として勤務
し、医師の指示を受けて傷病者に対する診療の補助を
行 う業務に従事 していたものであるが、平成 22年 1

月 23日午前 11時 15分ころ、同病院において、患
者B子 (当 時 88歳)に対し、その静脈に塩化カリウ
ム液である「K.C.L.点 滴液 15%」 1ア ンプル
約 ゴ0ミ リリットルを投与するに当たり、予め同病院
医師C男から同塩化カリウム液を輸液製剤であるリン
ゲル液に混合して希釈 した上点滴するよう指示されて
いた上、同塩化カリウム液を希釈 しないで使用すると
高カリウム血症による心停止を引き起こす危険があっ
たのであるから、同医師の前記指示に従って、同塩化
カリウム液を前記B子の静脈に刺入されていた点滴管
から点滴投与中であうたリンゲル液約 250ミ リリッ
トルに混合 して希釈 した上で、同点滴管を通 して前記
B子の静脈に点滴投与すべぎ業務上の注意義務がある
のにこれを怠 り、同塩化カリウム液約 18ミ ツリット
ルを希釈しないまま、前記点滴管途中の三方活栓から

民替馨刃テす2壼攣杷整晋意着全ヒ籠習奪IFまζモ『
同月27日 午前 3時 31分ころ、同病院において、同
心停止に基因する低酸素脳症により、同人を死亡させ
たものである。

日
所脚脚

９

易

年
簡

２４
■

成
都

平
宇

罰  金 70万 円

行政処分対象者概要一覧
(平成 25年 1月 )
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行政処分対象者概要一覧   ■  ‐
(平成 25午 1月 )

住 所 膨 呂 術卿 り ) 割牛当時に)口動韓鯛関名 事    件    の    概    要 司 法 処 分

０
´ 町連風

１
市
地

寄
番

名
０

道
６

海
町

北
仲 鋼洲畑但

紀 彰
5歳 )

免許取消

深川市立病院  、

所在地

北海道深り|1市 6条
6番 1号

(強姦致傷、強要未遂、住居侵入、強姦)

当人は、

第 l A子 (当 時 19歳)を強いて姦澤しようと企て、平成 21年 9月

1日 午前零時すぎころ、旭川市所在の株式会社 C銀行 |ヒ西側駐車

場に駐事中9普通乗用自動車
中

にぉいて、同女を背もたれを倒し

た運転席座席シートに押し倒して馬乗 ,と なり、片手で同女のロ

をふさぐなどの暴行をカロえた上、同女に対し、 「人気のないとこ

ろに移動するか。」などと語気鋭く申し向けて脅迫した上、同女

の腕をつかんで同女方事で赴き、さらに、同日午前 1時ころ、同

所において、同女に対 し、「脱げ。もつと痛い目に遭いたくない

だろう。」などと薔]気鋭く申し向けて・■・迫した上、ベッド上に押

し倒すなどの暴行をカロえて、その反抗を抑圧し、そのころから同

日午後零時過ぎころまでの間、前後 4回にわたつて、強いて同女

を姦淫し、その際、同女に全治約 5日 ないし6日 間を要する処女

膜裂傷、外陰部裂傷の傷害を負わせ、

第 2 同日午後 2時 30分過ぎころ、前記同女方において、包丁を手に

持つて、同女に対し、「お前が逃げようとしたら、お前の足を切

り付けて動けないようにしてやる。付き合つてくれ。Jな どと語

気鋭く申し向けて脅迫し、同女をしてその要求に応しなければそ

の生命、身体にいかなる危害を加えられかねない旨長

“

させて、

同女を自己と交際させるなどして自己の支配下に置こうとした

が、同女が警察に通報したため、その目的を送げず、もって人に

義務のないことを行わせようとしたが未遂に終わり、

第 3 同年 8月 30日 、帰宅途中のB子 (当 時 21歳 )を認めるや、同

女を強いて姦浮しようと企て、口女が名寄市の玄閲ドアを開けて

室内に入ろうとした際、そのドアから同室内に侵入し、同女に対
し,その肩付近を手で突いて転倒させ、覆いかぶさ?て、その

航、足及び頸部などを手で押さえ付けた上、手で同女の口をふさ

ぐなどの暴行を加え、さらに、同女に対し、 [お となしくして。

殺すよ。Jな どと申し向けて骨迫 し、その反抗を抑圧 して、強い

て同女を姦淫した。

日
所
年

２２
判

１。

Ｔ

，
各
に

成
リ

平
旭

懲
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行政処分対象者概要二
覧

(平成 25年 1月 )

住  所 コンち 

“

テリυ嘔′〉) 到牛当ゆ 医場蒲節場名 事

，
件 の 概  「 要 司 法 処 分

13 静岡県榛原郡吉田町
神戸 2688番 地の

3

看護師

こ
子“隷

嗣４

効
塚

“

上
戸

業務停止 3年

静岡県立総合病院

所在地

静岡県静岡市葵区
北安東 4丁 目27
-1

(窃盗)

当人は、平成 23年 7月 13日 、左記病院物品庫に
おいて、同病院院長A矛管理に係るティッシュペーパ
ー 15個 (時価合計約 834円相当)を窃取 したもの
である。                   '

(窃盗)

当人は、平成 22年 1月 o日 頃、左記病院 3階手術
室女子更衣室において、B子管理に係るロッカ‐在中
のがッグ内から同人所有に係る現金約 1万 3500円
及びクレジットカー ド3枚ほか約 12点在中の財布 1

個 (時価合計約 1万 5000円 相当)を窃取したもの
である。

(窃盗)

当人は、平成 21年 1月 5日 頃、左記病院地下 i階
六性更衣室において、C子所有に係る手提げバッグ内
か、ら同人所有に係る現金約 3万 2000円 及び運転免
許証 1通ほか6点在中の財布 1個 (時価合計約 3万円
相当)を窃取したものである。 ‐

(窃盗)         、
当人は

第 1 平成 21年 11月 6日 頃、左記病院 3階手術室
において、同病院院長A男管理に係るデジタルカ
メラ 1台ほか 1点 (時価合計絢 2万 1000円 相
当)を窃取 し        ・

第 2 平成 23年 5月 16日 頃、同病院静岡PETイ
メージングセンター 2階問診室において、D男所
有に係るバッグ在中の財布内から同人所有に係る
現全約 9万円を窃取し

たものである。

羽曳23年 11月 15日
静 岡 地 方 裁 判 所
懲  役  2  年
執行猶予  3  年

-10´



行政処分対象者概要一覧   「
     =

(平成 25年 1月 )

住  所 略 鮨幽 動 笏 要概_の件事 司 法 処 分
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目
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２
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大
市
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２
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５
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日
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３
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２
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中
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成
お
の
在
あ

平
に
鞄
点
で

内ヽ
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食
た
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塾
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病
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カ

カ
５
い
一
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一
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一
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＜
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所住 略 ¨ W43当時の鬱動難鯛関名 要概の件署,「 司 法 処 分

郡螢
編
仰
７

大
Ｉ
ゲ
０

県
町

１

晃

一

岐

北

１

免許取消

よ
代け和

勅６

榊一断“

岐阜市民病院

所在地

岐阜県岐阜市鹿島
町 7丁 目1番地

て言′劉;を 鯖 f日賢正穐名 ξブ汀I当 瞥 象
し
讀 朗 採 識 あ瞳 β

その噂が広がって職場での評判が落ちることを恐れ、その不安や焦りが

元となって、同人や同人と親 しい同僚であるB子の住居で火を点けて建

物を損壊 したり焼損させたりしようと考えるに至 り、

第 1 .

集ITE営憂:量 F〔卓IiZilEl[1鼻 :言i員量〔:::
i霞異電信暴|す自場美と冷おづきじ量墾垢肇曹♀

,沓
ぞ号漢ξ全と

第 4

第 2

第 3

２
記
同
の
０
＞
、

１
前
び
携
２
円

月

及ヽ
所
び
０

０
間
室
に
及
０

１
の
号
等
室
５

年
で
２
類
号
万

２
ま
０
布
２
２

２
ろ
１
同
０
２

成
こ
卜

１ヽ
計

平
分

】
上
卜
合

７
パ
だ

一
痛
ｒ

(執行猶予期間中保護
観察 )

日
所

年
年

中脚３５

努］
剌
段

術

平
岐
懲

執

行政処分対象者概要一覧
(平成 25年 1月 )    _
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行政処分対象者概要一覧
(平成 25年 1月 )

住   所 瑠 L術珈 り ) 到牛当巾 豚場都釘場名 の 要概件事 司 法 処 分

16 島
丁

号

和

１

９

宇
町

２

県
古
番

媛

賀

２

愛
市
目

・榊
」肝ω

戒告

亮 介
8歳 )

市立宇和島病院

所在地

愛媛県宇和島市御

殿場町 1番 1号

(住居侵入、窃盗未遂)

当人は、窃盗の目的で、平成 22年 9月 28日 午前 11時 5

分ころ、愛媛県宇和島市所在のA子方ベランダ内に、柵を乗 り

越えて侵入 し、そのころ、同所において、同所に千 していた洗
濯物をかき分けて女性用下着を物色中、同人に発見されたた

め、その目的を遂げなかつたものである。

拳鳴?ξ ttT朝昇
罰  金

1 30万
円

住  所 膨 呂 術 幽 り ) 割牛当ゆ 医錫諦釘場名 要概の件事 司 法 処 分

17 実馴暑苧督市
11-11

ご
吾

”
侑

歳＞
‐

師

」
下

２

群

”
松

戒 告

市立島田市民病院

所在地
‐

静岡県島田市野田

1200番 地の 5

(窃盗、窃盗木遂)

当人はヽ

第 1 平成 24年 4月 頃、静岡県島田市所在のA男方物干 し場
において、B子所有に係るショーツ 1枚 (時価約 3000
円相当)を窃取した

第 2 女性用下着を窃取する目的で、同年 8月 20日 、同市所
在のC男方ベランダに干 してあつた洗濯物を物色したが、
女性用下着を発見できなかったため、その目的を遂げなか
つた

ものである」

日
所
円

７
判

万

Ｔ
２。

９２４
簡
金

塙平
静
罰

―O―


